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○西都市物品等指名競争入札参加資格等に関する要綱

平成16年12月６日

西都市告示第138号

改正 平成24年１月30日告示第13号

平成27年５月27日告示第115号

（趣旨）

第１条 この要綱は、西都市財務規則（昭和39年西都市規則第７号）に定めるもののほか、

物品及び印刷並びに委託の契約（西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱

（平成17年西都市告示第131号）に規定する契約を除く。）に係る指名競争入札（以下

「物品等指名競争入札」という。）に参加できる者の資格及び入札参加の申請について、

必要な事項を定めるものとする。

（資格）

第２条 物品等指名競争入札に参加できる者の資格は、同種の事業について引き続き１年

以上営業しているもので、市長が適格と認めるものとする。

（申請）

第３条 物品等指名競争入札に参加しようとする者は、物品等指名競争入札参加資格申請

書（様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。

(１) 市税の完納を証する書類（市外に住所、事務所又は事業所を有する者については、

市長が別に定める納税証明書）

(２) 法令の規定により営業に関し、必要とされる許可、登録等の証明書

(３) その他市長が必要と認める書類

２ 申請書の提出は、平成17年を初年とする同年以後の２年ごとの各年（以下「登載基準

年」という。）の１月10日から２月10日までに提出するものとする。ただし、市長が特

に必要と認める場合は、この限りでない。

（資格の審査及び名簿への登載）

第４条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、入札参

加資格の認定をしたものについては、その商号又は名称及び代表者の氏名を名簿に登載

するものとする。

２ 名簿は、原本を財政課に保管する。
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３ 名簿に登載する期間は、登載基準年の４月１日（前条第２項ただし書の規定により申

請書の提出があった場合は、名簿に登載した日）から次の登載基準年の３月31日までと

する。

（変更の届出）

第５条 前条第１項の規定により名簿に登載された者（以下「有資格業者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならな

い。

(１) 住所又は氏名（法人にあっては、商号又は名称若しくは代表者の氏名）に変更が

あったとき。

(２) 業務を休止し、又は廃止したとき。

（資格の取消し）

第６条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定を取り

消すことができる。

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当するとき。

(２) 虚偽又は不正な方法により参加資格を取得したことが明らかになったとき。

(３) 業務に関し、法律上必要とされる許可、登録等の取消しを受けたとき。

(４) 有資格業者が個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその

役員又はその支店若しくは常時の請負契約を締結する事務所の代表者が西都市暴力団

排除条例（平成23年西都市条例第18号）第２条第３号に規定する暴力団関係者である

と認められるとき。

２ 市長は、前項の規定により入札参加資格の認定の取消しを行おうとするときは、あら

かじめ西都市建設工事等競争入札参加者資格等に関する要綱第10条に規定する建設業者

等資格審査会に審議させるものとする。

３ 市長は、第１項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、その旨を通知

するものとする。

（一部改正〔平成24年告示13号〕）

（指名基準）

第７条 市長は、物品等指名競争入札を行うときは、有資格業者の中から３者以上を指名

するものとする。
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（有資格業者以外の者を指名することができる場合）

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、有資

格業者以外の者を指名することができる。

(１) 当該物品等指名競争入札に付する物品等が特殊なものであるとき又は特別な技術

を要するとき。

(２) 当該物品等の指名競争について、有資格者がいない場合又は当該指名するものが

少数で指名競争入札を執行するため、指名するものを追加する必要があるとき。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成17年１月10日から施行する。

附 則（平成24年１月30日告示第13号）

この告示は、平成24年３月１日から施行する。

附 則（平成27年５月27日告示第115号）

この告示は、平成27年６月１日から施行する。
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